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大
き
い
。
史
学
が
儒
学
に
由
来
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
中
国
の
史
学
に
は
こ
う
し
た
儒
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た

歴
史
が
徳
目
を
最
優
先
す
る
あ
ま
り
、
時
に
史
実
を
歪
曲
し
、
倫
理
学
に
限
り

な
く
傾
く
中
国
史
学
の
あ
り
方
に
対
す
る
反
動
か
ら
、
実
証
的
な
批
判
精
神
も

同
時
に
発
展
し
て
い
っ
た
軌
跡
が
確
認
で
き
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
れ

は
、
上
述
の
『
隋
書
』
経
籍
志
に
見
え
る
よ
う
に
、
目
録
学
上
、
経
学
の
一
分

野
と
認
識
さ
れ
て
い
た
史
学
が
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
と
言
わ
れ
る
六
朝
隋
唐
時

代
に
顕
著
な
変
化
が
見
え
る
。
史
学
は
儒
学
的
歴
史
観
が
描
く
歴
史
記
録
に
疑

惑
を
抱
き
、
経
典
本
文
を
も
批
判
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
中
国
初
の
史
論
書
、

劉
知
幾
の
『
史
通
』
で
は
、外
篇
の
疑
古
篇
、惑
経
篇
、申
左
篇
で
、『
書
経
』、『
春

秋
』
の
本
文
を
否
定
す
る
批
判
を
繰
り
広
げ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
経
典
解
釈
を

統
一
す
る
五
経
正
義
が
生
ま
れ
た
唐
初
に
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
を
覆
し
兼
ね
な

い
危
険
思
想
と
し
て
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
後
の
経
学
史
か
ら
は
批
判
、
黙
殺
さ

は
じ
め
に

　

中
国
文
化
の
特
徴
の
一
つ
に
、
史
書
編
纂
が
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
、

事
実
を
記
録
と
し
て
残
し
て
き
た
精
神
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
孔
子
が
編
纂
し
た

と
さ
れ
る
編
年
体
の
『
春
秋
』
に
続
く
「
古
史
」、
司
馬
遷
が
創
始
し
た
紀
伝

体
史
書
の
『
史
記
』
を
嚆
矢
と
す
る
歴
代
王
朝
勅
撰
の
「
正
史
」
は
、
唐
代
ま

で
は
平
行
し
て
編
ま
れ
続
け
て
来
た
。
そ
の
他
、
そ
れ
ら
に
収
め
き
れ
な
か
っ

た「
雑
史
」、群
小
諸
国
の
記
録
で
あ
る「
覇
史
」さ
ら
に
は
儀
礼
や
地
理
書
な
ど
、

『
隋
書
』
経
籍
志
を
繙
く
だ
け
で
も
、
歴
史
に
分
類
さ
れ
る
書
物
は
膨
大
な
数

に
蓄
積
さ
れ
、
そ
の
後
も
そ
の
数
を
増
や
し
続
け
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
い
か
な

る
動
機
か
ら
な
さ
れ
、
ま
た
こ
の
蓄
積
さ
れ
た
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

記
録
の
営
み
を
絶
え
る
こ
と
な
く
支
え
続
け
ら
れ
た
の
は
、
中
国
の
場
合
、

歴
史
を
鑑
に
見
立
て
、
教
訓
と
し
て
活
か
す
儒
学
の
歴
史
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が

　
尚
古
か
ら
疑
古
へ

—
『
史
通
』
に
現
れ
た
歴
史
観
を
め
ぐ
っ
て
ー
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理
想
を
実
現
し
よ
う
と
提
言
す
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
理
想
は
創
造
す
る
と
言

う
よ
り
も
す
で
に
古
代
に
完
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
想

の
典
籍
も
古
代
の
形
式
に
当
て
は
め
、
文
章
も
そ
の
当
時
の
文
体
を
そ
の
ま
ま

書
け
ば
完
成
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
学
が
あ
り
の
ま

ま
の
史
実
を
再
現
し
て
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、
必
ず
し
も
下
降
史
観
は
当
て

は
ま
ら
な
い
と
い
う
事
実
が
面
前
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
劉
知
幾
が
想
定

す
る
歴
史
は
、
変
化
し
て
行
く
と
い
う
大
前
提
の
も
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
中

国
の
文
化
で
は
古
典
に
習
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
継
承
と
い
う
面
か
ら
も
重

視
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
劉
知
幾
も
『
史
通
』
の
模
擬
篇
で
、
史
書
は

古
典
を
い
か
に
模
倣
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

蓋
語
曰
、
世
異
則
事
異
、
事
異
則
備
異
。
必
以
先
王
之
道
、
持
今
世
之
人
。

此
韓
子
所
以
著
『
五
蠹
』
之
篇
、
稱
宋
人
有
守
株
之
說
也
。
世
之
述
者
、

銳
志
于
。
奇
、
喜
編
次
古
文
、
撰
敘
今
事
、
而
巍
然
自
謂
『
五
經
』
再
生
、

『
三
史
』
重
出
、
多
見
其
無
識
者
矣
。

と
、「
世
の
中
が
変
化
す
る
と
、
事
柄
も
変
わ
り
、
事
柄
が
違
う
と
そ
の
備
え

も
違
っ
て
く
る
」
と
い
う
劉
知
幾
が
古
典
模
倣
の
根
拠
と
す
る
諺

（
１
）
が
見
え
る
。

こ
こ
で
、「
必
以
先
王
之
道
，
持
今
世
之
人
（
先
王
の
道
で
今
の
時
代
の
人
に

当
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
）」
と
、
劉
知
幾
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
非
常

に
重
要
で
あ
る
。「
先
王
之
道
」
に
従
わ
な
い
と
い
う
こ
の
宣
言
に
つ
い
て
は
、

後
に
詳
し
く
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

今
の
世
の
人
々
は
、
奇
抜
さ
へ
の
志
向
か
ら
古
文
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
近
・

現
代
の
歴
史
を
叙
述
し
て
、『
五
経
』
が
再
び
現
れ
た
、『
史
記
』、『
漢
書
』、『
後

漢
書
』
が
ま
た
出
て
来
た
と
吹
聴
す
る
、
と
劉
知
幾
は
言
う
の
で
あ
る
。

れ
て
い
く
運
命
を
辿
っ
た
。

　

劉
知
幾
の
歴
史
観
に
は
、
歴
史
は
常
に
変
化
を
し
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
形

式
も
対
応
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
貫
し
た
見
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、

歴
史
的
事
象
は
実
際
の
ま
ま
記
録
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
実
録
の
精
神
が
貫
か

れ
て
い
る
。
劉
知
幾
の
こ
の
よ
う
に
一
見
儒
学
的
歴
史
観
と
は
発
想
を
異
に
す

る
史
学
思
想
は
、
五
経
正
義
に
よ
る
恣
意
的
な
経
解
釈
統
一
へ
の
反
動
と
し
て
、

唐
初
に
忽
然
と
現
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
史
家
は
経
書
以
外
の
書
籍

も
広
く
史
料
と
し
て
蒐
集
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
よ
り
、
劉
知
幾
自
身
も
、

先
秦
諸
子
以
来
の
思
想
に
触
れ
そ
れ
を
吸
収
し
て
き
た
と
い
う
態
度
が
伺
え

る
。『
史
通
』
の
歴
史
観
は
そ
れ
ら
の
影
響
が
強
く
見
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
古
文
経
学
を
家
学
と
す
る
劉
知
幾
が
、
な
ぜ
儒
学
に

対
立
す
る
諸
子
の
歴
史
観
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
て
自
ら
の
批
判
の
根
拠
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、
劉
知
幾
の
史
論
の
先
蹤
を
な
す
、
先
秦

諸
子
の
遊
説
家
が
語
る
寓
話
に
現
れ
た
歴
史
観
を
概
観
し
な
が
ら
、
史
書
編
纂

の
強
い
動
機
と
も
な
っ
て
い
る
史
学
思
想
の
特
質
の
一
端
を
考
え
て
見
た
い
と

思
う
。

（
一
）

　

劉
知
幾
の
『
史
通
』
は
、
史
書
の
叙
述
論
と
形
式
論
な
ど
の
表
現
技
巧
に
関

す
る
提
言
が
出
色
で
、
そ
こ
に
彼
の
歴
史
観
が
し
ば
し
ば
垣
間
見
ら
れ
る
。
そ

も
そ
も
儒
学
的
歴
史
観
で
は
、
古
代
の
社
会
を
理
想
と
し
、
そ
の
聖
王
を
崇
拝

す
る
対
象
と
し
て
記
録
す
る
尚
古
主
義
が
基
底
に
あ
る
。
歴
史
を
振
り
返
る
と

き
、
社
会
情
勢
や
文
化
は
古
代
の
理
想
的
な
ピ
ー
ク
か
ら
現
代
に
向
け
て
退
歩

し
て
い
る
と
い
う
下
降
史
観
を
示
す
こ
と
が
歴
史
を
語
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ

た
。
儒
学
的
歴
史
観
で
は
、
現
実
世
界
を
語
る
と
き
、
復
古
と
い
う
形
で
そ
の
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と
三
区
分
し
て
い
る
こ
と
が
夙
に
注
目
を
引
く
。

　

上
古
の
時
代
は
、
人
口
が
少
な
く
禽
獣
が
多
く
、
人
々
は
禽
獣
な
ど
に

打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
聖
人
が
出
て
木
を
使
っ
て
巣
を
作
り
害
を
逃

れ
た
。
人
々
は
喜
ん
で
こ
れ
を
王
と
し
て
「
有
巣
氏
」
と
言
っ
た
。
民
衆

は
草
木
の
実
、
貝
な
ど
、
さ
ら
に
は
生
も
の
で
悪
臭
が
す
る
も
の
を
食
べ

た
た
め
、
お
腹
を
壊
し
て
病
気
に
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
聖
人

が
出
て
、
火
打
ち
石
や
砥
石
で
火
を
お
こ
し
、
生
も
の
を
加
工
し
た
。
人
々

は
喜
ん
で
こ
れ
を
王
と
し
て
「
燧
人
氏
」
と
言
っ
た
。
中
古
の
時
代
に
は
、

天
下
に
大
水
が
起
き
、
鯀
・
禹
が
掘
り
を
作
り
人
々
を
救
っ
た
。
近
古
の

時
代
に
は
、
桀
・
紂
の
よ
う
な
暴
君
が
現
れ
て
、
湯
・
武
王
が
成
敗
し
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
認
識
に
立
ち
、
韓
非
子
は
次
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の
で
あ

る
。　

今
、
夏
后
氏
の
時
代
に
樹
上
家
屋
や
火
起
こ
し
を
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

鯀
・
禹
に
笑
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
殷
・
周
の
世
に
大
水
の
決
壊
を
留
め

る
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
必
ず
湯
・
武
王
に
笑
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
武
な
ど
の
主
張
を
現
在
に
言
い
出
せ
ば
、
新

し
い
聖
人
に
笑
わ
れ
る
道
理
で
あ
る
。
そ
う
い
う
訳
で
、
聖
人
は
古
代
の

や
り
方
に
従
わ
ず
、
常
な
る
行
動
規
範
に
も
則
ら
な
い
。
世
の
こ
と
を
論

じ
て
、
そ
の
た
め
に
備
え
る
の
で
あ
る
。

　　

以
上
の
よ
う
に
、
韓
非
子
は
時
代
は
変
化
を
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
原
始

的
な
状
態
か
ら
次
第
に
発
展
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
歴
史
認
識
を
も
っ

　

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
模
擬
篇
で
は
、「
貌
異
心
同
」（
表
現
形
式
は
異
な
っ

て
い
る
が
精
神
は
同
じ
で
あ
る
）
と
い
う
模
倣
の
仕
方
を
推
奨
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
提
示
し
た
諺
は
、
劉
知
幾
の
主
張
を
裏
付
け
る
重
要
な
歴
史

認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

上
文
で
劉
知
幾
も
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
、『
韓
非
子
』
五
蠹

篇
の
歴
史
観
を
劉
知
幾
は
踏
襲
し
て
い
る
。『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
の
寓
話
と
は
、

「
宋
人
有
守
株
之
說
」
と
こ
こ
で
も
い
う
よ
う
に
、
一
度
の
偶
然
を
万
事
の
法

則
の
よ
う
に
信
じ
込
み
、
無
駄
に
兎
を
待
つ
愚
か
な
宋
人
を
揶
揄
し
た
故
事
で

あ
る
。
劉
知
幾
は
現
代
日
本
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
故
事
を
例
に
出
し
て
い
る

た
め
、
こ
れ
は
陳
腐
な
説
明
の
よ
う
に
看
過
し
が
ち
で
あ
る
が
、
劉
知
幾
が
わ

ざ
わ
ざ
法
家
の
韓
非
子
の
歴
史
観
を
こ
こ
に
示
し
た
意
義
は
大
き
い
。
行
論
の

都
合
上
、
ま
ず
五
蠹
篇
の
冒
頭
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

上
古
之
世
、
人
民
少
而
禽
獸
眾
、
人
民
不
勝
禽
獸
蟲
蛇
。
有
聖
人
作
、

搆
木
為
巢
以
避
羣
害
、
而
民
悅
之
、
使
王
天
下
、
號
之
曰
有
巢
氏
。
民

食
果
蓏
・
蜯
蛤
・
腥
臊
・
惡
臭
、
而
傷
害
腹
胃
、
民
多
疾
病
。
有
聖
人

作
、
鑽
燧
取
火
、
以
化
腥
臊
、
而
民
說
之
、
使
王
天
下
、
號
之
曰
燧
人
氏
。

中
古
之
世
、
天
下
大
水
、
而
鯀
・
禹
決
瀆
。
近
古
之
世
、
桀
・
紂
暴
亂
、

而
湯
・
武
征
伐
。

　
　

今
有
搆
木
鑽
燧
於
夏
后
氏
之
世
者
、
必
為
鯀
、
禹
笑
矣
。
有
決
瀆

於
殷
・
周
之
世
者
、
必
為
湯
・
武
笑
矣
。
然
則
今
有
美
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・

武
之
道
於
當
今
之
世
者
、
必
為
新
聖
笑
矣
。
是
以
聖
人
不
期
修
古
、
不

法
常
行
、
論
世
之
事
、
因
為
之
備
。

と
い
う
よ
う
に
、
韓
非
子
は
、
古
代
の
歴
史
を
「
上
古
」、「
中
古
」、「
近
古
」
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た
。
今
、古
代
聖
王
の
政
治
で
、現
代
の
民
衆
を
治
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

み
な
守
株
の
類
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
の
冒
頭
部
分
の
歴
史
認
識
を
『
史
通
』
模

擬
篇
と
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
劉
知
幾
の
提
示
し
た
古
典
模
倣
の
精
神
で
あ

る
「
貌
異
心
同
」
は
、
よ
り
明
確
に
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。
変
化
す
る
歴
史
を
描

く
た
め
に
は
、
そ
の
当
時
の
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
、
い
た
ず
ら
に
古
典
の
文

体
を
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劉
知
幾
は
周
到
に
言
語
篇

と
い
う
、
史
書
が
用
い
る
べ
き
言
語
に
つ
い
て
の
議
論
も
展
開
し
て
い
る
。
変

化
し
て
行
く
世
界
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
時
間
軸
と
空
間
軸
を
そ
の
ま
ま

記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が
史
書
の
使
命
で
あ
る
と
劉
知
幾
は
考
え
た
。「
貌
異

心
同
」
と
は
、
表
現
形
態
は
、
時
代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
、
史
書
の

古
典
ス
タ
イ
ル
も
時
代
変
化
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
（
貌

異
）
が
、古
典
の
精
神
は
変
え
て
は
な
ら
な
い
（
心
同
）
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

劉
知
幾
の
史
学
思
想
を
考
察
す
る
上
で
、「
心
同
」
の
内
容
こ
そ
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
が
、
こ
の
問
題
は
後
ほ
ど
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
本
論
で
は
五
蠹
篇
の

周
辺
を
し
ば
ら
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）

　
『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
の
冒
頭
の
寓
話
は
、
韓
非
子
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、『
荘
子
』盗
跖
篇
の
内
容
を
敷
衍
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
２
）
。『
荘
子
』

に
み
え
る
孔
子
説
話
は
、
孔
子
が
道
家
的
人
物
と
対
話
を
し
て
論
破
さ
れ
る
の

が
定
石
と
な
っ
て
い
る
が
、
盗
跖
篇
で
も
、
孔
子
は
友
人
の
弟
で
あ
る
盗
賊
の

首
領
盗
跖
に
散
々
や
り
込
め
ら
れ
る
。
盗
跖
が
孔
子
の
古
代
聖
人
観
を
否
定
す

る
台
詞
の
中
に
、
以
下
の
歴
史
を
語
る
下
り
が
見
え
る
。
こ
の
文
章
は
、
五
蠹

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
韓
非
子
が
時
代

の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
合
っ
た
政
策
を
為
政
者
は
実
施
す
べ
き
で
、
無
意

味
に
古
代
の
や
り
方
を
現
代
に
当
て
は
め
る
不
毛
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
家
的
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
尚
古
主
義
へ
の
批
判
で
あ
る
。

儒
家
的
歴
史
観
に
よ
る
と
、
古
代
は
理
想
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
を
治
め
る
聖
人

は
理
想
的
為
政
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
理
想
的
聖
人
が
治
め
た
社
会
が
原

始
的
で
自
分
た
ち
よ
り
も
劣
っ
た
文
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
し
な
い
。
禽
獣

が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
語
ら
ず
堯
舜
が
克
服
し
た
武
勇
伝
の
み
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
た
。
歴
史
は
発
展
の
様
相
を
示
さ
ず
、
治
ま
っ
た
り
乱
れ
た
り
と
い

う
一
治
一
乱
の
循
環
を
繰
り
返
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
後
ほ
ど
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
劉
知
幾
が
五
蠹
篇
の
説
を
論
拠
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

儒
家
的
歴
史
観
を
否
定
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
礎
と
す
る
儒
学
の
経
典
を
批
判

す
る
土
俵
を
準
備
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

韓
非
子
は
、
こ
の
説
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
有
名
な
「
守

株
」
の
説
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
五
蠹
篇
の
文
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

宋
人
有
耕
田
者
、
田
中
有
株
、
兔
走
觸
株
、
折
頸
而
死
。
因
釋
其
耒
而

守
株
、
冀
復
得
兔
、
兔
不
可
復
得
、
而
身
為
宋
國
笑
。
今
欲
以
先
王
之
政
、

治
當
世
之
民
、
皆
守
株
之
類
也
。

宋
国
に
田
を
耕
す
人
が
い
た
。
田
の
中
に
株
が
あ
り
、
兎
が
走
っ
て
株
に

ぶ
つ
か
り
、
頸
を
折
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
人
は
鋤
を
捨

て
て
株
を
見
守
り
、
ま
た
兎
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
し
か
し
、
兎

は
二
度
と
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
宋
国
中
か
ら
笑
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
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と
い
う
古
代
社
会
に
つ
い
て
の
認
識
を
示
し
、
先
秦
末
期
の
現
実
社
会
の
混
乱

状
況
と
そ
の
原
因
を
説
明
し
て
い
る
。『
荘
子
』
で
は
、
人
為
が
ま
だ
施
さ
れ

て
い
な
い
原
始
の
状
況
を
理
想
と
す
る
向
き
が
あ
り
、
儒
学
が
思
い
描
く
徳
目

を
否
定
し
、
長
幼
の
序
、
男
女
の
別
な
ど
を
超
越
し
た
自
然
の
ま
ま
の
状
況
を

「
至
徳
」
と
し
て
い
る
の
が
こ
こ
で
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
儒
家
の
伝
説

で
は
、
殷
周
革
命
は
征
伐
な
ど
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
争
い
で
は
な
く
、
徳
目
の
あ

る
王
へ
と
位
が
譲
ら
れ
た
禅
譲
で
あ
る
と
美
化
さ
れ
て
い
る
の
を
、
単
な
る
簒

奪
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
と
同
じ
認
識

で
あ
り
、
思
想
界
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
っ
た
儒
学
思
想
へ
の
諸
子
の

反
駁
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
寓
話
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。『
韓
非
子
』
と
『
荘

子
』
の
表
現
の
違
い
が
目
立
つ
こ
と
よ
り
、
両
者
は
文
献
を
共
有
し
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
口
承
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
っ
た
話
柄
を
共
通
の
認
識
と
し
て

い
る
と
い
え
よ
う

（
３
）
。

　

ま
た
、『
荘
子
』
盗
跖
篇
に
は
、
三
つ
の
対
話
を
収
録
す
る
が
、
そ
の
二
つ

目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
孔
子
の
弟
子
子
張
と
満
苟
得
と
の
対
話
に
お
い
て
、

儒
学
の
徳
目
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
る
。
具
体
例
を
示
す
一
節
に
、

比
干
剖
心
、子
胥
抉
眼
、忠
之
禍
也
。
直
躬
證
父

4

4

4

4

、尾
生
溺
死
、信
之
患
也
。

（
傍
点
筆
者
）

比
干
が
心
臓
を
割
か
れ
、
伍
子
胥
が
目
を
く
り
ぬ
か
れ
た
の
は
忠
の
わ
ざ
わ

い
で
、
直4

躬4

が
父
の
訴
え
人
と
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
尾
生
が
溺
死
し
た
の
は
信
の
わ
ざ
わ

い
で
あ
る
。

篇
と
は
違
い
、
時
代
区
分
を
し
て
整
然
と
歴
史
的
に
ま
と
め
て
お
ら
ず
、
ま
た

具
体
的
な
政
策
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
五
蠹
篇
の
内
容
と
酷

似
し
、
古
代
の
生
活
の
実
情
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。

且
吾
聞
之
、
古
者
禽
獸
多
而
人
少
、
於
是
民
皆
巢
居
以
避
之
、
晝
拾
橡
栗
、

暮
栖
木
上
、
故
命
之
曰
有
巢
氏
之
民
。
古
者
民
不
知
衣
服
、
夏
多
積
薪
、

冬
則
煬
之
、
故
命
之
曰
知
生
之
民
。
神
農
之
世
、
臥
則
居
居
、
起
則
于
于
。

民
知
其
母
、
不
知
其
父
、
與
麋
鹿
共
處
、
耕
而
食
、
織
而
衣
、
无
有
相

害
之
心
、
此
至
德
之
隆
也
。
然
而
黃
帝
不
能
致
德
、
與
蚩
尤
戰
於
涿
鹿

之
野
、
流
血
百
里
。
堯
舜
作
、
立
羣
臣
、
湯
放
其
主
、
武
王
殺
紂
。
自

是
之
後
、
以
強
陵
弱
、
以
衆
暴
寡
。
湯
武
以
來
、
皆
亂
人
之
徒
也
。（『
荘

子
』
盗
跖
篇
）

私
が
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、「
古
」
は
、
禽
獣
が
多
く
人
間
が
少
な
く
、
人
々

は
樹
上
に
巣
を
作
り
そ
こ
で
生
活
を
し
て
、
橡
や
栗
を
拾
っ
て
食
べ
た
の

で
「
有
巣
の
民
」
と
言
わ
れ
た
。
当
時
は
衣
服
を
着
る
習
慣
も
な
く
、
夏

に
薪
を
集
め
て
冬
に
燃
や
し
て
生
活
を
し
た
の
で
「
知
生
の
民
」
と
言
わ

れ
た
。
神
農
の
時
代
に
な
る
と
、
就
寝
起
床
の
心
配
は
な
く
な
り
、
民
衆

は
母
を
知
る
も
父
は
知
ら
ず
、
鹿
と
と
も
に
生
活
を
し
て
耕
し
て
食
べ
、

織
っ
て
衣
服
と
す
る
こ
と
を
覚
え
、
互
い
に
害
す
る
気
持
は
な
く
至
徳
が

さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、黄
帝
は
こ
う
し
た
徳
を
施
す
こ
と
が
で
き
ず
、

蚩
尤
と
涿
鹿
の
野
で
戦
い
百
里
に
わ
た
っ
て
血
を
流
し
た
。
堯
・
舜
が
出

て
来
て
群
臣
を
立
て
た
が
、
殷
の
湯
王
は
そ
の
主
人
を
追
い
出
し
、
周
の

武
王
は
紂
を
殺
し
た
。
こ
れ
よ
り
後
は
、
弱
肉
強
食
、
多
数
が
少
数
を
負

か
せ
、
湯
王
武
王
以
降
は
人
を
乱
す
輩
ば
か
り
と
な
っ
た
。
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令
尹
（
宰
相
）
の
判
断
こ
そ
が
儒
学
の
見
識
な
の
で
あ
る
。
韓
非
子
は
公
私

の
徳
目
を
め
ぐ
る
寓
話
を
も
う
一
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

魯
の
人
が
主
君
に
従
っ
て
戦
に
赴
く
も
、
三
戦
と
も
ど
も
脱
走
し
た
。

孔
子
が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、答
え
て
言
う
に
は
「
私
に
は
老
父
が
あ
り
、

私
が
死
ぬ
と
父
を
養
う
者
が
い
な
く
な
り
ま
す
」
と
。
孔
子
は
こ
れ
を
孝

と
し
て
朝
廷
に
推
挙
し
た
。
こ
れ
も
父
に
と
っ
て
は
孝
行
息
子
、
君
主
に

対
し
て
は
不
忠
者
で
あ
る
。
こ
う
い
う
訳
で
、
宰
相
が
直
躬
を
処
罰
し
て

以
来
楚
で
は
犯
罪
が
上
告
さ
れ
ず
、
孔
子
が
誉
め
て
以
来
魯
で
は
民
衆
の

降
伏
逃
亡
は
不
問
と
な
っ
た
。
為
政
者
と
民
衆
の
利
益
は
こ
の
よ
う
に
異

な
る
も
の
で
あ
る
。
主
君
が
民
衆
の
行
い
を
賞
揚
し
、
社
会
の
幸
福
を
導

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
叶
う
道
理
が
な
い
。

　
以
上
『
荘
子
』
盗
跖
篇
と
『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
に
共
通
す
る
話
柄
に
対
す
る
論

評
を
見
て
い
く
と
、
と
も
に
儒
学
の
徳
目
や
価
値
観
、
歴
史
認
識
に
異
を
唱
え
、

道
家
や
法
家
の
正
当
性
を
主
張
す
る
題
材
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
儒
学
的
歴
史
観
が
古
代
社
会
に
理
想
の
聖
王
を
想
定
し
、
そ
れ
を
敬

い
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
尚
古
主
義
を
道
家
や
法
家
は
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

道
家
は
、
そ
の
原
始
的
な
文
明
に
と
ら
わ
れ
な
い
状
態
こ
そ
「
至
徳
」
で
理
想

の
状
態
で
あ
る
と
評
価
を
し
、
法
家
は
そ
こ
か
ら
発
展
を
遂
げ
る
進
歩
史
観
を

構
想
し
、
現
代
社
会
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
着
目
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
法

家
は
「
私
」
の
徳
よ
り
も
「
公
」
の
徳
を
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
、す
な
わ
ち
「
礼
」

よ
り
も
「
法
」
を
重
ん
じ
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、
儒
学
の
価
値
観
を
否
定

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

経
典
批
判
ま
で
議
論
を
発
展
さ
せ
た
唐
初
の
劉
知
幾
は
、『
史
通
』
の
模
擬

と
儒
家
の
徳
目
を
実
践
し
て
も
報
わ
れ
な
い
説
話
を
列
挙
す
る
。
こ
こ
に
挙
げ

ら
れ
た
直
躬
の
故
事
は
、
図
ら
ず
も
、『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
篇
内
に
共
通
す
る
話
題
が
二
つ
も
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
歴
史
と
儒
学
の
徳
目
の
関
係
を
説
く
議
論
の
場
で

は
、
こ
れ
ら
の
寓
話
は
常
套
的
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

最
も
こ
の
寓
話
自
体
は
、『
論
語
』
子
路
篇
に
見
え
る
も
の
で
、
先
秦
諸
子
の

儒
学
批
判
論
争
で
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
（
４
）
。『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
は
、
例
示
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
寓
話
に
つ
い
て
掘

り
下
げ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

楚
之
有
直
躬
、
其
父
竊
羊
而
謁
之
吏
。
令
尹
曰
、「
殺
之
。」
以
為

直
於
君
而
曲
於
父
、報
而
罪
之
。
以
是
觀
之
、夫
君
之
直
臣
、父
之
暴
子
也
。

　
　

魯
人
從
君
戰
、
三
戰
三
北
。
仲
尼
問
其
故
、
對
曰
、「
吾
有
老
父
、

身
死
莫
之
養
也
。」
仲
尼
以
為
孝
、
舉
而
上
之
。
以
是
觀
之
、
夫
父
之
孝

子
、
君
之
背
臣
也
。
故
令
尹
誅
而
楚
姦
不
上
聞
、
仲
尼
賞
而
魯
民
易
降
北
。

上
下
之
利
若
是
其
異
也
、
而
人
主
兼
舉
匹
夫
之
行
、
而
求
致
社
稷
之
福
、

必
不
幾
矣
。

　

楚
の
人
に
直
躬
と
い
う
人
が
い
て
、
そ
の
父
が
羊
を
盗
ん
で
直
躬
は
そ

れ
を
役
人
に
通
報
し
て
し
ま
っ
た
。
宰
相
は
「
直
躬
を
殺
せ
」
と
命
じ
た
。

直
躬
の
態
度
は
、
君
主
に
対
し
て
は
正
し
い
が
父
親
に
対
し
て
は
正
し
く

な
い
と
い
う
判
断
か
ら
罰
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
を
見
る
と
、
直
躬
は

君
主
に
忠
臣
で
あ
る
が
父
に
は
親
不
孝
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
子
は
父
の
た
め
に
隠
し
」
と
あ
る
の
は
、

『
論
語
』子
路
篇
の
テ
ー
マ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、

史
家
自
身
の
自
叙
伝
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、

夫
自
敘
而
言
家
世
、
固
當
以
揚
名
顯
親
為
主
、
苟
無
其
人
、
闕
之
可
也
。

至
若
盛
矜
于
己
、
而
厚
辱
其
先
、
此
何
異
證
父
攘
羊

4

4

4

4

、
學
子
名
母
。
必

責
以
名
教
、
實
三
千
之
罪
人
也
。（
傍
点
筆
者
）（『
史
通
』
序
傳
篇
）

自
叙
伝
に
自
分
の
家
系
を
言
う
場
合
、
自
分
の
名
誉
と
と
も
に
親
も
顕
彰

す
る
こ
と
が
重
要
で
、
該
当
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
載
せ
な
け

れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
自
分
を
誇
り
た
い
が
余
り
、
そ
の
先
祖
を
批
判
す

る
の
は
、『
論
語
』
子
路
篇
の
父
が
羊
を
盗
ん
だ
こ
と
を
暴
き
立
て
た
人
の

話
、『
戦
国
策
』
魏
策
に
見
え
る
目
上
の
母
親
の
名
を
よ
び
つ
け
た
宋
人
の

話
（
５
）
な
ど
の
先
例
が
あ
る
が
、
名
教
で
は
『
孝
経
』
五
刑
篇
に
説
く
「
五
刑

の
属
は
三
千
、
罪
は
不
孝
よ
り
大
な
る
は
な
し
」
と
い
う
も
の
に
当
た
る
。

と
、
劉
知
幾
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
『
論
語
』
子
路
篇
の
話
題
と
分
か
る
例
を

引
い
て
、
名
教
の
精
神
に
則
っ
て
史
書
は
書
く
べ
き
で
あ
る
と
こ
こ
で
明
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
知
幾
は
、
法
家
の
発
展
史
観
を
拠
り
所
と
し
て
古
典
と

著
作
の
関
係
を
論
じ
て
い
た
が
、
忠
孝
な
ど
の
儒
学
の
教
理
そ
の
も
の
は
否
定

し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
『
韓
非
子
』
で
は
「
公
」
を
「
私
」

よ
り
優
先
さ
せ
る
「
法
」
を
主
張
し
て
い
た
が
、
劉
知
幾
は
「
私
」
の
徳
す
な

わ
ち
孝
徳
を
何
よ
り
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
知
幾
の
経
学
批
判
は
、
法

家
や
道
家
な
ど
が
儒
家
を
批
判
し
た
立
場
か
ら
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
の
比
較
検
討
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
立
場

篇
に
お
い
て
、
自
ら
の
「
貌
異
心
同
」
説
の
根
拠
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
典
拠
ま

で
明
示
を
し
て
法
家
の
歴
史
観
を
披
瀝
し
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
学
か
ら
独
立
し

た
史
学
は
法
家
の
歴
史
観
へ
と
方
向
を
転
換
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
こ
こ
で
推

察
で
き
る
の
で
あ
る
が
、事
実
は
そ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
ら
し
い
。『
史
通
』

曲
筆
篇
に
お
い
て
、
劉
知
幾
は
あ
く
ま
で
も
儒
学
の
精
神
に
則
っ
て
史
実
を
書

く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

肇
有
人
倫
、是
稱
家
國
。
父
父
子
子
、君
君
臣
臣
、親
疏
既
辨
、等
差
有
別
。

蓋
「
子
為
父
隱
、直
在
其
中
」、『
論
語
』
之
順
也
。
略
外
別
內
、掩
惡
揚
善
、

『
春
秋
』
之
義
也
。
自
茲
已
降
、
率
由
舊
章
。
史
氏
有
事
涉
君
親
、
必
言

多
隱
諱
、
雖
直
道
不
足
、
而
名
教
存
焉
。

最
初
か
ら
人
倫
は
定
ま
っ
て
お
り
、
家
や
国
と
い
う
組
織
が
で
き
る
と
、

父
は
父
、
子
は
子
、
君
は
君
、
臣
は
臣
と
し
て
の
立
場
が
決
定
づ
け
ら
れ
、

親
し
き
者
、
距
離
を
置
く
べ
き
者
の
区
別
な
ど
社
会
的
区
別
が
で
き
あ
が

る
。「
子
は
父
の
た
め
に
隠
し
、
正
直
は
そ
の
中
に
あ
る
」
と
『
論
語
』
が

述
べ
、
国
外
は
略
し
国
内
は
別
に
記
録
し
悪
を
暴
き
善
を
賞
揚
す
る
こ
と

は
『
春
秋
』
の
義
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
お
お
む
ね
史
書
は
儒
学
の
精
神

に
従
っ
て
い
る
。
史
家
も
主
君
や
親
の
こ
と
と
な
る
と
、
必
ず
発
言
は
隠

し
立
て
た
り
遠
慮
し
た
り
し
て
、
直
言
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
不
充
分

で
あ
る
が
、
名
教
自
体
に
曲
筆
の
問
題
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
劉
知
幾
自
身
は
、
名
教
す
な
わ
ち
儒
学
の
中
に
、
史
実
の
真

相
が
直
筆
で
き
な
い
原
因
が
あ
る
こ
と
を
分
析
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
半
ば
や
む

を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
の
史
書
が
抱
え
る
問
題
を
提
起
す
る
に
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前
に
控
え
た
状
況
に
な
る
と
、
儒
学
や
諸
子
の
思
想
で
政
治
を
行
う
こ
と
は
で

き
ず
、
各
国
が
勢
を
競
っ
て
力
で
制
圧
し
よ
う
と
い
う
段
階
に
来
る
と
、「
法
」

と
「
術
」
に
よ
っ
て
社
会
を
管
理
し
な
け
れ
ば
到
底
治
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
の
が
、『
韓
非
子
』
全
体
の
思
想
で
あ
る
。

　

五
蠹
篇
で
は
結
論
と
し
て
、
国
家
の
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
不
必
要
で
あ

る
、
学
者
、
遊
説
家
、
遊
侠
、
商
・
工
人
の
五
種
類
の
人
々
は
国
を
害
す
害
虫

で
あ
る
と
し
て
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
篇
名
の
五
蠹
と
は
国
を

食
い
荒
ら
す
五
種
類
の
害
虫
で
あ
っ
た
。
続
く
秦
帝
国
で
行
わ
れ
た
焚
書
坑
儒

を
暗
示
す
る
よ
う
な
主
張
で
あ
る
が
、
戦
乱
下
に
あ
り
統
一
王
朝
誕
生
前
夜
の

『
韓
非
子
』
の
思
想
は
、
現
実
的
且
つ
極
端
な
考
え
方
で
あ
り
、
現
実
の
社
会

に
す
ぐ
に
役
立
て
る
理
論
の
提
示
で
あ
っ
た
。

　

と
か
く
、
理
想
主
義
に
走
り
空
理
空
論
の
み
を
詮
索
し
が
ち
な
儒
学
か
ら
史

学
が
独
立
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
史
学
の
担
っ
た
役
割
と
し
て
は
、
実
際

の
政
治
に
直
接
役
立
つ
「
訓
戒
」
を
示
す
こ
と
が
意
識
さ
れ
続
け
て
来
た
と
思

わ
れ
る
。
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
は
、
歴
史
を
正
確
に
分
析
し
て
い
く
歴
史
観

が
前
提
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
古
代
を
理
想
の
伝
説
時
代
と
す

る
物
語
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
真
相
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

『
史
通
』
で
も
、
歴
史
的
に
も
の
ご
と
を
分
析
す
る
際
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

と
お
り
、
法
家
の
現
実
的
で
実
際
の
政
治
に
直
接
役
立
て
よ
う
と
す
る
観
点
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
書
法
や
表
現
論
に
お
い
て
、
歴

史
は
発
展
変
化
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
も
と
、
新
し
い
史
学
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
『
史
通
』
に
は
、
歴
史
を
変
化
す
る
も
の
と
認
識
す
る
観
点
の
他
、
現
代
と

古
代
の
人
間
を
同
一
視
す
る
と
い
う
「
斉
世
」
の
視
点
が
認
め
ら
れ
る
。『
韓

非
子
』
で
は
、
古
代
を
未
開
の
社
会
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
た

か
ら
経
学
批
判
へ
と
そ
の
思
想
は
傾
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
動
機

を
探
る
べ
く
、
劉
知
幾
の
史
学
観
を
形
成
す
る
も
う
一
つ
の
要
素
「
斉
世
」
の

史
観
の
系
譜
と
そ
の
意
義
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）

　

中
国
に
お
け
る
反
儒
家
の
史
学
観
で
は
、
古
代
社
会
は
、『
韓
非
子
』
五
蠹

篇
や
『
荘
子
』
盗
跖
篇
で
見
て
き
た
と
お
り
、
原
始
的
な
文
明
の
未
発
展
の
素

朴
な
狩
猟
社
会
で
あ
っ
た
。『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
で
は
、
そ
の
冒
頭
で
原
始
社

会
で
は
人
口
が
少
な
く
、
物
資
の
取
り
合
い
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
し

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
を
道
家
は
至
徳
と
し
た
が
、
現
実
主
義
の

法
家
は
、
古
代
社
会
に
比
べ
て
人
口
増
加
し
、
国
の
支
配
す
る
領
域
も
拡
大
し

た
と
指
摘
す
る
。
先
秦
末
期
の
当
時
に
お
い
て
は
、
お
の
お
の
取
り
分
が
少
な

く
な
っ
た
財
を
争
い
、
現
実
的
に
は
私
人
の
利
益
で
は
な
く
国
全
体
の
利
益
を

追
求
し
て
い
く
視
点
が
求
め
ら
れ
る
段
階
と
な
っ
た
。
時
代
は
変
化
す
る
も
の

で
、

　
　

上
古
競
於
道
德
、中
世
逐
於
智
謀
、當
今
爭
於
氣
力
。（『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
）

と
い
う
よ
う
に
、上
古
は
「
道
徳
」
で
競
い
、中
世
は
知
謀
で
争
い
、現
代
は
「
気

力
」
で
争
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
時
代
状
況
に
応
じ
て

政
策
を
打
ち
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
こ
こ
で
は
具
体
的
に
説
明
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
口
が
少
な
く
財
も
豊
富
で
あ
っ
た
上
古

は
、
個
人
と
家
族
の
修
養
を
目
的
と
す
る
儒
学
の
徳
目
で
も
社
会
は
治
ま
っ
て

い
た
が
、
中
世
に
な
り
財
を
奪
い
合
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
諸
子
遊
説
家

の
知
謀
に
よ
っ
て
国
策
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
、
中
原
統
一
を
目
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批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
知
幾
に
と
っ
て
の
近
世
は
、
簒
奪
の

繰
り
返
さ
れ
た
六
朝
時
代
で
、
姦
雄
が
乱
立
し
て
道
理
に
反
し
た
即
位
な
ど
は

生
々
し
い
記
憶
と
し
て
残
る
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
姦
雄
た
ち
の
行
為
と

古
代
の
聖
王
を
同
一
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
を
引
く
。
実
は
こ
の
発
想
も
、

劉
知
幾
の
独
創
で
は
な
く
、
先
秦
末
期
に
お
け
る
儒
家
の
思
想
の
系
譜
に
連
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

周
知
の
通
り
、『
孟
子
』
で
は
、
先
王
の
思
想
が
根
強
く
、
堯
舜
を
殊
の
外

特
別
視
す
る
尚
古
主
義
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た

（
６
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
『
荘
子
』
や
『
韓
非
子
』
の
古
代
論
は
、
こ
う
し
た
儒
学
の
先
王
思

想
に
対
す
る
反
駁
で
あ
っ
た
。
先
王
思
想
は
、
古
代
を
理
想
と
す
る
た
め
、
古

代
と
現
代
は
歴
史
的
に
断
絶
し
て
お
り
、
古
代
の
聖
王
と
現
代
人
は
全
く
別
の

も
の
と
し
て
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
荘
子
』
や
『
韓

非
子
』
の
先
秦
末
期
の
頃
に
な
る
と
、
古
代
社
会
も
歴
史
的
に
認
識
し
よ
う
と

す
る
風
潮
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
儒
学
の
中
で
も
、『
孟
子
』
の
思
想
に

対
す
る
反
省
か
ら
そ
れ
を
批
判
超
越
し
て
い
こ
う
と
い
う
流
派
が
台
頭
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
荀
子
』
の
思
想
で
、両
者
は
人
間
の
本
性
に
関
す
る
、

性
善
、
性
悪
説
の
対
立
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
観
で
も
大
き
く
乖
離
し
て
く
る
の

で
あ
っ
た
。『
孟
子
』
の
歴
史
観
は
先
王
思
想
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
歴
史
は

変
化
は
す
る
も
の
の
、
一
治
一
乱
を
繰
り
返
す
法
則
性

（
７
）
、
五
百
年
に
一
度
聖
人

が
現
れ
る
と
い
う
周
期
説

（
８
）
な
ど
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
歴
史
は
史

実
分
析
で
は
な
く
一
つ
の
理
念
を
し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
過
去
の
歴
史

を
観
察
し
な
が
ら
も
恣
意
的
に
歴
史
像
を
創
作
し
て
い
く
営
み
で
あ
り
、
歴
史

の
実
像
と
社
会
の
実
像
を
分
析
し
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
直
後
に
中
原
の
統
一
王
朝
が
出
現
し
て
い
く
社
会
変
動
の
中
、

先
秦
末
期
の
思
想
家
た
ち
は
、
現
実
の
社
会
と
乖
離
し
す
ぎ
た
古
代
の
聖
人
像

が
、
堯
・
舜
・
禹
な
ど
は
、
有
徳
の
聖
人
で
、
特
別
な
才
能
を
持
っ
た
理
想
的

人
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
劉
知
幾
の
歴
史
批
判
の
中
で
は
、

近
現
代
の
為
政
者
と
古
代
の
聖
王
た
ち
を
同
じ
人
間
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る

視
点
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
知
幾
は
『
史
通
』
疑
古
篇
に
お
い
て
、『
書

経
』
の
本
文
で
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
点
を
十
箇
条
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ

の
第
二
点
目
で
、

觀
近
古
有
好
雄
奮
發
、
自
號
勤
工
、
或
廢
父
而
立
其
子
、
或
黜
兄
而
奉

其
弟
、
始
則
示
相
推
戴
、
終
亦
成
其
簒
奪
、
求
諸
歷
代
、
往
往
而
有
。

必
以
古
方
今
、
千
載
一
揆
、
斯
則
堯
之
授
舜
、
其
事
難
明
、
謂
之
讓
國
、

徒
虛
語
耳
。
其
疑
二
也
。（『
史
通
』
疑
古
篇
）

近
古
を
見
る
と
、
姦
雄
が
奮
い
起
っ
て
自
ら
勤
王
で
あ
る
と
唱
え
、
父
を

廃
し
て
そ
の
子
を
擁
立
し
た
り
、
兄
を
退
け
て
そ
の
弟
を
立
て
た
り
し
て
、

最
初
は
そ
の
王
朝
を
推
戴
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
お
き
な
が
ら
、
つ
い

に
は
簒
奪
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
、
歴
代
王
朝
で
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら

れ
る
。
必
ず
昔
を
今
と
比
べ
て
み
る
と
、
千
年
経
っ
て
も
軌
を
一
に
し
て

お
り
、
堯
が
舜
に
譲
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
事
実
は
明
確
に
し
が
た
く
、

禅
譲
し
た
と
い
う
の
は
虚
言
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
疑
い
の
二
つ
目
で
あ

る
。

と
、
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。『
史
通
』
疑
古
篇
の
多
く
の
論
証
は
、

経
書
以
外
の
史
書
に
あ
る
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
真
相
を
分
析
す
る
文
献
批

判
が
中
心
で
あ
る
中
、
こ
の
第
二
点
目
で
は
、
堯
舜
禅
譲
が
お
か
し
い
と
判
断

す
る
論
拠
と
し
て
、「
必
以
古
方
今
，
千
載
一
揆
」
と
い
う
独
特
な
観
点
か
ら
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し
量
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
王
を
後
王
と
し
て
想
定
す
る
『
荀
子
』
は
、
人
間
の
道
理
と
い
う
も
の

は
古
今
不
変
で
あ
る
と
す
る
。
時
代
は
変
化
を
し
て
人
情
な
ど
が
異
な
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
本
質
は
変
わ
ら
な
い
の
で
、
聖
人
は
そ
れ
を
き
ち
ん
と
見
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。『
荀
子
』
は
、

古
代
世
界
と
断
絶
し
て
い
た
儒
学
の
歴
史
観
に
対
し
て
、
歴
史
は
連
続
し
た
も

の
で
、
変
化
も
す
る
が
、
変
わ
ら
ぬ
「
道
」
と
い
う
も
の
を
見
極
め
る
洞
察
力

を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
性
悪
説
に
端

を
発
す
る
後
天
的
能
力
を
涵
養
す
べ
き
修
学
の
す
す
め
の
思
想
と
結
び
つ
い
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
荀
子
』
の
こ
の
発
想
は
、
近
世
以
降
の
誰
で
も

修
養
に
よ
っ
て
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
発
想
を
導
く
源
流
と
な
っ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
今
は
詳
述
し
な
い
。

　

後
王
思
想
の
大
き
な
功
績
は
、
歴
史
の
連
続
性
と
儒
家
の
聖
王
を
人
格
化
し

た
こ
と
で
あ
る
。
後
王
（
現
代
の
実
際
の
王
）
と
先
王
が
同
一
に
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
神
聖
で
過
ち
が
全
く
な
い
と
さ
れ
る
儒
学
の
理
想
的
古
代
伝

説
に
は
疑
惑
の
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
荀
子
の
門
下
で
、

後
に
法
家
の
思
想
を
体
系
化
し
た
韓
非
子
が
、
発
展
史
観
を
抱
く
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
荀
子
の
後
王
思
想
を
学
問
の
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
。

　

古
代
の
聖
王
た
ち
の
再
来
を
期
待
し
な
い
法
家
の
韓
非
子
は
、
後
王
と
い
う

思
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
は
し
て
い
か
な
か
っ
た
が
、
儒
学
が
継
承
さ
れ
て
い
く

中
で
、『
荀
子
』
の
思
想
は
常
に
伝
え
続
け
ら
れ
て
き
た
。
後
漢
の
王
充
は
、

非
合
理
的
な
も
の
を
批
判
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
が
、「
古
今
一
也
」
と
い
う

発
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
、
独
自
の
歴
史
観
を
そ
の
著
『
論
衡
』
で
披
瀝
し

や
理
想
社
会
に
、
期
待
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
儒
家
の
中
で
も
荀

子
は
、実
際
の
王
に
聖
人
を
重
ね
て
い
く
、「
後
王
」
の
思
想
を
主
張
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
と
思
う

（
９
）
。『
荀
子
』
非
相
篇
に
は
、

夫
妄
人
曰
、「
古
今
異
情
、
其
所
以
治
亂
者
異
道
。」
而
衆
人
惑
焉
。
彼

衆
人
者
、
愚
而
無
說
、
陋
而
無
度
者
也
。
其
所
見
焉
、
猶
可
欺
也
、
而

況
於
千
世
之
傳
也
。
妄
人
者
、
門
庭
之
間
、
猶
可
誣
欺
也
、
而
況
於
千

世
之
上
乎
。
聖
人
何
以
不
可
欺
。
曰
、
聖
人
者
、
以
己
度
者
也
。
故
以

人
度
人
、
以
情
度
情
、
以
類
度
類
、
以
說
度
功
、
以
道
觀
盡
、
古
今
一

度
也
。
類
不
悖
、
雖
久
同
理
、
故
郷
乎
邪
曲
而
不
迷
、
觀
乎
雜
物
而
不
惑
、

以
此
度
之
。

か
の
も
の
の
道
理
が
分
か
ら
な
い
人
は
「
古
今
は
人
情
が
異
な
る
か
ら
、

治
乱
の
原
因
も
道
理
が
異
な
る
」
と
言
う
。
大
衆
も
惑
わ
さ
れ
る
。
そ
も

そ
も
大
衆
は
愚
か
で
説
明
能
力
も
な
く
、
頑
な
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
目
の
前
の
こ
と
で
も
欺
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
千
年
も
昔

の
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
も
の
の
道
理
が
分
か
ら
な
い
人
は
門
庭
の

卑
近
な
距
離
す
ら
も
詐
り
を
語
る
の
だ
か
ら
、
千
年
も
昔
の
こ
と
な
ら
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
聖
人
が
欺
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
す
な
わ
ち
、
聖
人

と
は
自
分
で
理
解
す
る
人
物
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
人
に
つ
い
て
考
え
、

人
情
に
よ
っ
て
人
情
を
理
解
し
、
類
に
よ
っ
て
類
を
知
り
、
説
明
に
よ
っ

て
成
功
を
想
定
し
、
道
理
に
よ
っ
て
全
て
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
今

は
同
一
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
事
物
が
異
な
ら
な
け
れ
ば
、
時
間
が
隔

た
っ
て
も
道
理
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曲
が
っ
た
こ
と
に
対
し
て

も
迷
う
こ
と
な
く
、
雑
多
な
事
物
を
見
て
も
惑
わ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
推
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（
10
）

た
状
態
は
い
つ
の
世
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
の
を
書
く
人
は
、
古
を
よ
い

と
し
、
今
を
見
下
す
。
聞
い
た
こ
と
を
貴
び
、
自
分
で
見
た
も
の
を
賤
し
む
。

弁
論
家
は
古
い
こ
と
を
語
り
、
文
章
家
は
昔
の
こ
と
を
記
す
。
近
い
時
代
に

珍
し
い
も
の
が
あ
っ
て
も
語
ら
ず
、
現
在
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

記
録
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
『
論
衡
』
の
発
想
は
、
ま
さ
に
『
荀
子
』
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
王
充
が
こ
の
歴
史
観
を
強
く
打
ち
出
す
動
機
は
、
現
王
朝
に
対
す
る

讃
美
と
い
う
意
識
に
あ
っ
た
。
韓
非
子
は
、
目
前
に
成
立
が
予
測
で
き
る
大
秦

帝
国
を
直
に
見
な
が
ら
、
歴
史
発
展
の
ピ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
中
国
初
の
中
原
統

一
王
朝
の
到
来
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
王
充
も
新
と
い
う
王

朝
か
ら
政
権
を
取
り
戻
し
た
後
漢
王
朝
の
統
一
に
歴
史
の
絶
頂
を
見
て
い
た
。

『
論
衡
』
須
頌
篇
に
は
斉
世
・
宣
漢
・
恢
国
、
験
符
の
諸
篇
を
、
漢
帝
国
を
誉

め
称
え
る
た
め
に
書
い
た
と
明
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
を
評
価
し
、

古
代
を
批
判
す
る
と
い
う
歴
史
観
は
、
現
王
朝
に
対
す
る
強
い
肯
定
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

王
充
は
、
劉
知
幾
自
身
も
そ
の
批
判
精
神
を
受
け
継
い
だ
と
明
言
し
て
い
る

と
お
り
、
そ
の
思
考
様
式
は
『
史
通
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
王
充
の
発
想
の
淵
源
に
『
荀
子
』
が
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
門
下
で
あ
っ
た
韓
非
子
の
発
展
史
観
も
劉
知
幾
の
発
想
に
見
い
だ
せ
る
こ
と

よ
り
、
唐
代
史
学
の
方
法
論
や
歴
史
観
に
『
荀
子
』
が
与
え
る
影
響
と
い
う
も

の
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

て
い
る
。夫

俗
好
珍
古
不
貴
今
、謂
今
之
文
不
如
古
書
。
夫
古
今
一
也
。
才
有
高
下
、

言
有
是
非
、
不
論
善
悪
、
而
徒
貴
古
、
是
謂
古
人
賢
今
人
也
。（『
論
衡
』

案
書
篇
）

世
俗
の
人
は
、
古
い
も
の
を
珍
し
が
り
、
新
し
い
も
の
を
貴
ば
な
い
。
現
在

の
文
は
古
書
に
及
ば
な
い
と
言
っ
て
い
る
。そ
も
そ
も
古
今
は
同
一
で
あ
る
。

才
能
に
高
下
が
あ
り
、
言
葉
に
是
非
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
善
悪
を
問
題
と

せ
ず
、
い
た
ず
ら
に
古
い
も
の
を
貴
ぶ
の
は
、
古
人
は
今
人
よ
り
も
優
れ
て

い
る
と
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
は
、『
荀
子
』
の
後
王
思
想
と
軌
を
一
に
す
る
意
見
で
、
訓
詁
の
学
に
拘

泥
す
る
漢
代
儒
学
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
論

衡
』
に
は
「
斉
世
篇
」
と
い
う
ま
さ
に
古
今
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

タ
イ
ト
ル
の
篇
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

夫
上
世
之
士
、
今
世
之
士
也
。
倶
含
仁
義
之
性
、
則
其
有
奮
身
之
節
。

古
有
無
義
之
人
、
今
有
建
節
之
士
。
善
悪
雑
廁
、
何
世
無
有
。
述
事
者
、

好
高
古
而
下
今
、
貴
所
聞
而
賤
所
見
。
辨
士
則
談
其
久
者
、
文
人
則
著

遠
者
。
近
有
奇
而
辨
不
称
、
今
有
異
而
筆
不
記
。（『
論
衡
』
斉
世
篇
）

上
古
の
士
は
、
現
在
の
士
で
あ
り
、
と
も
に
仁
義
の
徳
性
を
身
に
つ
け
て
い

る
。
そ
の
た
め
身
を
奮
い
立
た
せ
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
古
も
不
義

の
人
物
は
い
た
し
、
現
在
も
節
義
を
守
る
人
物
は
い
る
。
善
悪
が
混
然
と
し
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意
図
は
蔑
ろ
に
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
唐
期
に
編
ま
れ

た
『
通
典
』
に
な
る
と
、「
是
今
非
古
」
と
い
う
『
論
衡
』
以
来
の
志
向
が
強

く
な
り
、
現
実
の
王
朝
を
ピ
ー
ク
と
考
え
る
法
家
の
思
想
色
が
濃
厚
に
な
っ
て

い
く
。
中
唐
は
、
安
史
の
乱
に
よ
り
一
時
は
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
唐
王
朝
の

再
建
の
時
期
に
あ
た
り
、
史
学
の
役
割
は
実
際
に
役
立
つ
知
識
を
提
供
す
べ
く
、

実
際
の
制
度
に
つ
い
て
の
提
言
を
始
め
た
の
で
あ
る
。『
通
典
』
は
劉
知
幾
も

関
心
を
寄
せ
て
い
た
紀
伝
体
の
書
志
部
（
制
度
の
歴
史
）
を
歴
史
的
に
通
観
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
学
の
立
場
か
ら
見
る
と
、「
是
今
非
古
」
を
主
張
す
る
『
通

典
』
の
評
価
は
お
お
む
ね
低
い
が
、
こ
こ
に
も
確
実
に
『
荀
子
』
以
来
の
歴
史

観
の
継
承
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
孟
子
』
は
唐
代
ま
で
も
比
較
的
読
ま
れ

て
い
た
が
、『
荀
子
』
の
注
釈
は
中
唐
期
の
楊
倞
ま
で
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
無

い
状
況
で
も
あ
っ
た
。
中
唐
期
に
『
荀
子
』
の
注
釈
が
出
て
き
た
こ
と
も
注
目

に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
て

い
き
た
い
。

註（
１
）		

『
韓
非
子
』
五
蠹
篇
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
。

（
２
）	

陳
奇
猷
『
韓
非
子
集
釈
』
の
指
摘
に
よ
る
。

（
３
）	

司
馬
遷
の
『
史
記
』
で
は
、道
家
と
法
家
の
思
想
家
の
伝
記
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、

「
老
荘
申
韓
列
伝
」
と
し
て
思
想
傾
向
の
違
う
も
の
を
一
つ
に
ま
と
め
た
こ
と
が
物
議
を

醸
し
出
し
て
い
る
。『
韓
非
子
』
に
解
老
篇
・
喩
老
篇
な
ど
『
老
子
』
の
思
想
を
解
釈
す

る
篇
が
存
在
す
る
こ
と
、「
法
」
に
則
る
こ
と
が
、「
自
然
」
に
任
せ
る
発
想
と
酷
似
し
て

い
る
点
な
ど
か
ら
、
思
想
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
見
直
さ
れ
て
き
て
も
い
る
。
今

回
の
検
討
で
も
、
歴
史
の
問
題
を
同
じ
寓
話
を
題
材
に
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の

距
離
の
近
さ
を
傍
証
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び

　

唐
代
の
学
術
、
特
に
儒
学
は
、
五
経
正
義
編
纂
と
い
う
一
大
事
業
の
た

め
、
訓
詁
の
学
一
色
に
よ
う
に
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
続
く
宋
代
性

理
学
成
立
の
た
め
の
準
備
が
着
実
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ

て
い
る
。
道
統
の
説
や
儒
学
の
正
統
性
を
宣
言
し
た
韓
愈
の
古
文
復
興
の

思
想
の
役
割
は
大
き
い
。
道
統
説
が
『
孟
子
』
の
五
百
年
周
期
説
に
由
来

す
る
一
方
、『
荀
子
』
の
学
術
は
表
舞
台
に
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
こ
な
い
。
し

か
し
、『
史
通
』
の
歴
史
観
を
見
る
と
、そ
の
源
流
に
は
、『
韓
非
子
』
や
『
論

衡
』
を
経
た
『
荀
子
』
の
歴
史
観
や
考
証
方
法
な
ど
が
見
い
だ
せ
た
。『
孟

子
』
と
そ
れ
に
派
生
す
る
春
秋
公
羊
学
の
歴
史
観
は
、
考
証
学
と
し
て
の

歴
史
で
は
な
く
、
歴
史
理
念
を
思
い
描
く
思
惟
へ
と
誘
う
。
こ
う
し
た
歴

史
観
に
目
が
覆
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
実
証
の
学
問
と
し
て
も
史
学
の
発
展

は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
劉
知
幾
の
『
史
通
』、
杜
佑
の
『
通
典
』、『
春

秋
』
三
伝
を
総
合
的
に
俯
瞰
す
る
新
解
釈
学
な
ど
の
成
果
が
一
方
で
は
着

実
に
結
実
し
た
の
が
唐
代
史
学
の
成
果
で
あ
っ
た
。
唐
初
の
劉
知
幾
か
ら

中
唐
の
杜
佑
、新
春
秋
学
の
継
承
関
係
は
、劉
知
幾
の
息
子
た
ち
を
介
し
て
、

士
大
夫
間
の
交
流
で
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
文
面
で
直
接

の
影
響
関
係
は
見
つ
か
ら
な
い
。
劉
知
幾
の
経
書
批
判
に
対
す
る
見
え
ざ

る
弾
圧
が
、
継
承
の
軌
跡
を
見
え
づ
ら
く
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
劉
知
幾
の
『
史
通
』
で
は
、
大
胆
な
経
典
批
判
が
な
さ
れ
た

も
の
の
、孝
を
重
ん
じ
、『
春
秋
』
で
説
か
れ
る
儒
学
の
徳
目
を
遵
守
し
続
け
、

そ
れ
を
史
書
で
明
確
に
示
し
続
け
よ
う
と
い
う
意
図
が
強
か
っ
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
史
学
は
、

儒
学
由
来
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
史
実
を
勧
戒
と
す
る
と
い
う
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由
地
中
行
、
江
、
淮
、
河
、
漢
是
也
。
險
阻
既
遠
、
鳥
獸
之
害
人
者
消
、
然
後
人
得
平
土

而
居
之
。
堯
舜
既
沒
、
聖
人
之
道
衰
。
暴
君
代
作
、
壤
宮
室
以
為
汙
池
、
民
無
所
安
息
。

棄
田
以
為
園
囿
、
使
民
不
得
衣
食
。
邪
說
暴
行
又
作
。
園
囿
汙
地
沛
澤
多
、
而
禽
獸
至
。

及
紂
之
身
、
天
下
又
大
亂
。
周
公
相
武
王
、
誅
紂
、
伐
奄
、
三
年
討
其
君
。
驅
飛
廉
於
海

隅
而
戮
之
。
滅
國
者
五
十
。
驅
虎
豹
犀
象
而
遠
之
。
天
下
大
悅
。」
と
聖
王
時
代
も
一
治

一
乱
の
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
概
観
し
て
い
る
。

（
８
）	『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
下
篇
に
「
彼
一
時
、
此
一
時
也
。
五
百
年
必
有
王
者
興
、
其

間
必
有
名
世
者
。
由
周
而
來
、
七
百
有
餘
歲
矣
。
以
其
數
則
過
矣
。
以
其
時
考
之
則
可
矣
。

夫
天
、
未
欲
平
治
天
下
也
、
如
欲
平
治
天
下
、
當
今
之
世
、
舍
我
其
誰
也
。
吾
何
為
不
豫

哉
。」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
説
。

（
９
）	『
荀
子
』
非
相
篇
に
「
故
曰
、
欲
觀
聖
王
之
跡
、
則
於
其
粲
然
者
矣
、
後
王
是
也
。」

と
あ
り
、
唐
の
楊
倞
の
注
釈
に
「
後
王
、
近
時
之
王
也
。
粲
然
、
明
白
之
貌
。
言
近
世
明

王
之
法
、
則
是
聖
王
之
跡
也
。
夫
禮
法
所
興
、
以
救
當
世
之
急
、
故
隨
時
設
教
、
不
必
拘

於
舊
聞
、
而
時
人
以
爲
君
必
用
堯
・
舜
之
道
、
臣
必
行
禹
、
稷
之
術
、
然
後
可
、
斯
惑
也
。

孔
子
曰
、「『
殷
因
於
夏
禮
、
所
損
益
可
知
也
。』
故
荀
卿
深
陳
以
後
王
爲
法
、
審
其
所
貴

君
子
焉
。
司
馬
遷
曰
、『
法
後
王
者
、
以
其
近
己
而
俗
相
類
、
議
卑
而
易
行
也
。』」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、後
王
は
劉
知
幾
の
唐
代
に
は
、現
代
の
王
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
後

王
」
の
説
明
と
し
て
、『
荀
子
』
非
相
篇
は
続
け
て
「
彼
後
王
者
、
天
下
之
君
也
、
舍
後

王
而
道
上
古
、
譬
之
是
猶
舍
己
之
君
而
事
人
之
君
也
。
故
曰
、
欲
觀
千
歲
則
數
今
日
、
欲

知
億
萬
則
審
一
二
、
欲
知
上
世
則
審
周
道
、
欲
知
周
道
則
審
其
人
所
貴
君
子
。
故
曰
、
以

近
知
遠
、
以
一
知
萬
、
以
微
知
明
。
此
之
謂
也
。」
と
む
や
み
に
上
古
崇
拝
を
し
て
現
実

に
無
関
心
で
い
る
こ
と
を
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。

（
10
）	『
史
通
』
自
叙
篇
参
照
。

（
４
）	『
論
語
』
子
路
篇
に
「
葉
公
語
孔
子
曰
、『
吾
黨
有
直
躬
者
、其
父
攘
羊
、而
子
證
之
。』

孔
子
曰
、『
吾
黨
之
直
者
異
於
是
、
父
爲
子
隱
、
子
爲
父
隱
、
直
在
其
中
矣
。』」
と
あ
る
。

（
５
）『
戦
国
策
』魏
策
に「
秦
敗
魏
於
華
、魏
王
且
入
朝
於
秦
。
周
訢
謂
王
曰
、「
宋
人
有
學
者
、

三
年
反
而
名
其
母
。
其
母
曰
、『
子
學
三
年
、
反
而
名
我
者
、
何
也
。』
其
子
曰
、『
吾
所

賢
者
、
無
過
堯
・
舜
、
堯
・
舜
名
。
吾
所
大
者
、
無
大
天
地
、
天
地
名
。
今
母
賢
不
過
堯
、
舜
、

母
大
不
過
天
地
、
是
以
名
母
也
。』
其
母
曰
、『
子
之
於
學
者
、
將
盡
行
之
乎
。
願
子
之
有

以
易
名
母
也
。子
之
於
學
也
、將
有
所
不
行
乎
。願
子
之
且
以
名
母
為
後
也
。』今
王
之
事
秦
、

尚
有
可
以
易
入
朝
者
乎
。
願
王
之
有
以
易
之
、
而
以
入
朝
為
後
。」
と
あ
る
。

（
６
）	『
孟
子
』
離
婁
篇
上
に
「
堯
舜
之
道
、
不
以
仁
政
、
不
能
平
治
天
下
。
今
有
仁
心
仁

聞
而
民
不
被
其
澤
、
不
可
法
於
後
世
者
、
不
行
先
王
之
道
也
。
故
曰
、
徒
善
不
足
以
爲
政
、

徒
法
不
能
以
自
行
。『
詩
』
云
、『
不
愆
不
忘
、
率
由
舊
章
。』
遵
先
王
之
法
而
過
者
、
未

之
有
也
。
聖
人
既
竭
目
力
焉
、
繼
之
以
規
矩
準
繩
、
以
爲
方
員
平
直
、
不
可
勝
用
也
。
既

竭
耳
力
焉
、
繼
之
以
六
律
正
五
音
、
不
可
勝
用
也
。
既
竭
心
思
焉
、
繼
之
以
不
忍
人
之
政

而
仁
覆
天
下
矣
。
故
曰
、
爲
髙
必
因
丘
陵
、
爲
下
必
因
川
澤
。
爲
政
不
因
先
王
之
道
、
可

謂
智
乎
。
是
以
惟
仁
者
宜
在
髙
位
。
不
仁
而
在
髙
位
、
是
播
其
惡
於
衆
也
。
上
無
道
揆
也
、

下
無
法
守
也
。
朝
不
信
道
、
工
不
信
度
。
君
子
犯
義
、
小
人
犯
刑
、
國
之
所
存
者
幸
也
。

故
曰
、
城
郭
不
完
、
兵
甲
不
多
、
非
國
之
災
也
。
田
野
不
辟
、
貨
財
不
聚
、
非
國
之
害
也
。

上
無
禮
、
下
無
學
、
賊
民
興
、
喪
無
日
矣
。『
詩
』
曰
、『
天
之
方
蹶
、
無
然
泄
泄
。』
泄

泄
猶
沓
沓
也
。
事
君
無
義
、
進
退
無
禮
、
言
則
非
先
王
之
道
者
、
猶
沓
沓
也
。
故
曰
、
責

難
於
君
謂
之
恭
、
陳
善
閉
邪
謂
之
敬
、
吾
君
不
能
謂
之
賊
。」
と
あ
る
。
孟
子
の
理
想
と

し
て
掲
げ
る
王
道
と
は
「
先
王
之
道
」
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
先
王
と
は
、
具
体
的
に

堯
舜
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）	『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
に
「
天
下
之
生
久
矣
、
一
治
一
亂
。
當
堯
之
時
、
水
逆
行
、

泛
濫
於
中
國
。
蛇
龍
居
之
、
民
無
所
定
。
下
者
為
巢
、
上
者
為
營
窟
。『
書
』
曰
、『
洚
水

警
餘
。』
洚
水
者
、
洪
水
也
。
使
禹
治
之
。
禹
掘
地
而
注
之
海
、
驅
蛇
龍
而
放
之
菹
、
水


	尚古から疑古へ-13
	尚古から疑古へ-12
	尚古から疑古へ-11
	尚古から疑古へ-10
	尚古から疑古へ-09
	尚古から疑古へ-08
	尚古から疑古へ-07
	尚古から疑古へ-06
	尚古から疑古へ-05
	尚古から疑古へ-04
	尚古から疑古へ-03
	尚古から疑古へ-02
	尚古から疑古へ-01

